
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

市営住宅の入居者の募集及び管理に関する事務

市⾧

都市部住宅政策課

広報かしわに空家募集を掲載し，入居者を募集するもの。

入居申込申請を受付，入居申込者の入居資格確認のため書類審査・実態調

査を行い入居者を決定するもの。入居申込者が募集戸数を上回る場合には抽選会を行い決定するもの。

市営住宅の入退去・異動状況の把握，駐車場使用，入居者管理に係る各種届出等の処理（模様替え・同

居承認・承継入居等及び証明書の発行）を行うもの。

1氏名，2性別，3生年月日・年齢，4住所，5連絡先，6家族状況，7親族関係，8婚姻，9住居状況，

10職業・職種，11勤務先・学校名，12公的扶助・社会保障等，13健康・身体状況，14傷病歴，

15障害

市営住宅入居募集申込者及び同居家族

本人からの申請書

無

無

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

空家台帳

市⾧

都市部 住宅政策課

空家等対策の推進に関する特別措置法及び柏市空家等適正管理条例に基づき，空家所有者等に対する適

正管理指導等に利用するため

1 氏名，2 住所，3電話番号，4 不動産の所在

空家等の所有者等

本人及び課税台帳（空家等対策の推進に関する特別措置法第10条第1項に基づく利用）

含まない

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

市営住宅の管理人選定に関する事務

市⾧

都市部住宅政策課

市営住宅の管理人を入居者の互選により，各棟ごとに１名選出し，期間１年間の委嘱状を交付し，年度

末に管理人報酬を支払うもの。

1氏名，2住所，3連絡先，4口座番号等

本人

本人からの届出書

無

無

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及び

所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の

規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間

備考

ー

個人情報ファイル簿（単票）

家賃等の賦課徴収に関する事務

市⾧

都市部住宅政策課

市営住宅入居者の家賃を，毎年度入居者からの収入申告に基づき認定し，翌年度の家賃を決定，賦課徴

収を行う。家賃決定については，柏市が保有する個人市民税の課税状況及び扶養状況を，電子媒体を利

用し住宅料金システムと連携させることで，正確な収入状況を把握する。

1氏名，2性別，3生年月日・年齢，4住所，5連絡先，6識別番号，7家族状況，8続柄，9職業・職種，10

勤務先・学校名，11収入・支出内容，12課税・納税状況，13公的扶助・社会保障等，14障害，15戦傷

病者手帳

本人

本人からの届出書，市民税課・収納課へ税情報を照会

無

無

柏市 総務部 行政課

〒２７７−８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー


